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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
二
二
三
〕

昭
二
五
1
5
（
畷
矯
臨
ハ
携
咽
賂
）

　
判
決
原
本
に
言
渡
前
他
へ
転
補
さ
れ
た
裁
判
官
の
署
名
捺
印
が
あ
る
場

　
合
と
民
訴
第
一
九
脚
条
第
三
項

　
　
家
屋
明
渡
請
求
事
件
（
昭
二
五
・
一
二
二
第
二
小
法
廷
判
決
）

　
控
訴
審
で
、
裁
判
長
A
、
二
宮
判
事
、
B
判
事
に
よ
っ
て
審
理
が
な
さ
れ
、
昭

　
　
和
二
四
年
四
月
二
一
日
に
弁
論
を
終
結
し
、
判
決
言
渡
期
日
を
同
年
五
月
七
日

　
　
と
指
定
し
、
告
知
し
た
。
し
か
し
、
二
宮
判
事
は
五
月
二
日
付
で
東
京
地
方
裁

　
　
判
所
に
転
補
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
判
決
言
渡
期
日
た
る
五
月
七
日
に
は
、
A
、
B
、

　
　
C
よ
り
成
る
裁
判
所
は
、
判
決
言
渡
期
日
を
五
月
三
一
日
に
変
更
し
た
．
そ
し

　
　
て
同
日
に
は
A
、
B
、
D
が
列
席
し
て
判
決
を
言
渡
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
判

　
　
決
原
本
に
は
二
宮
判
事
の
署
名
捺
印
が
あ
っ
た
．

　
　
上
告
人
は
こ
の
点
を
捉
え
、
判
決
原
本
は
五
月
七
日
以
後
に
作
成
さ
れ
た
こ
と

　
　
は
明
ら
か
で
あ
る
の
に
、
二
宮
判
事
の
署
名
捺
印
が
あ
る
の
は
民
訴
法
第
一
九

　
　
一
条
第
三
項
に
違
反
し
て
い
る
．
こ
れ
は
同
法
第
三
八
七
条
に
い
う
「
判
決
ノ

　
　
手
続
力
法
律
二
違
背
シ
タ
ル
」
場
合
に
該
当
す
る
か
ら
、
原
判
決
は
破
股
を
免

　
　
れ
な
い
と
主
張
し
た
。

　
　
最
高
裁
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
上
告
を
棄
却
し
た
。

　
　
「
原
判
決
原
本
は
特
段
の
反
証
の
な
い
か
ぎ
り
原
審
に
お
け
る
最
終
口
頭
弁
論

　
　
期
日
た
る
昭
和
二
四
年
四
月
二
一
日
か
ら
二
宮
判
事
が
転
補
の
辞
令
受
領
の
日

　
　
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
っ
て
右
判
事
が
転
補
の
辞

令
を
受
領
し
た
以
後
に
作
成
さ
れ
た
と
認
む
べ
き
事
跡
は
な
い
。
論
旨
は
最
終

弁
論
期
日
に
お
い
て
指
定
さ
れ
た
昭
和
二
四
年
五
月
七
日
の
判
決
言
渡
期
日
が

変
更
さ
れ
た
事
実
を
捉
え
て
原
本
の
作
成
が
五
月
七
日
以
後
即
ち
二
宮
判
事
転

補
の
日
以
後
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
原
本
が
作
成

さ
れ
て
い
て
も
都
合
に
よ
っ
て
言
渡
期
日
を
変
更
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る

か
ら
言
渡
期
日
の
変
更
が
あ
っ
た
か
ら
と
て
直
ち
に
そ
の
期
日
後
に
原
本
が
作

成
さ
れ
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

　
判
旨
に
賛
成
で
あ
る
が
、
若
干
の
疑
問
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

一
　
本
判
決
は
い
く
つ
か
の
体
系
書
で
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
引
用
の
み

で
論
評
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
本
件
の
判
例
批
評
は
い
ず
れ
も
判

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

旨
に
賛
成
し
て
い
る
．
し
か
し
、
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
と
判
旨
に
若
干

の
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
訴
訟
が
裁
判
を
す
る
に
熟
す
る
と
（
一
八
二
条
）
、
裁
判
所

は
、
口
頭
弁
論
を
終
結
し
て
判
決
内
容
の
確
定
に
と
り
か
か
る
．
判
決
の

内
容
は
、
そ
の
基
本
と
な
る
口
頭
弁
論
に
関
与
し
た
裁
判
官
の
意
見
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
（
一
八
七
条
一
項
）
。
判
決
内
容
が
確
定
す
る
と
、
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

所
は
判
決
書
（
判
決
原
本
）
を
作
成
す
る
。
こ
の
書
面
に
は
、
判
決
内
容
と

し
て
主
文
、
事
実
及
び
争
点
、
理
由
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
ほ
か
当
事
者
及
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（
4
）

び
法
定
代
理
人
．
裁
判
所
も
記
載
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
判
決
を
し
た
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

官
が
こ
れ
に
署
名
捺
印
す
る
（
一
九
一
条
一
項
）
。
裁
判
所
が
記
載
さ
れ
、

裁
判
官
が
署
名
捺
印
を
す
る
の
は
、
ど
の
裁
判
所
、
裁
判
官
が
関
与
し
た

の
か
を
明
確
に
し
て
、
責
任
の
所
在
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

究
極
的
に
は
直
接
主
義
か
ら
導
か
れ
よ
う
。

　
判
決
に
関
与
し
た
裁
判
官
が
、
判
決
原
本
に
署
名
捺
印
す
る
の
に
支
障

が
あ
る
場
合
（
病
気
、
出
張
、
死
亡
、
転
任
、
退
官
な
ど
）
に
は
、
他
の
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

官
が
そ
の
事
由
を
記
載
し
て
署
名
捺
印
す
る
こ
と
に
な
る
（
一
九
一
条
三

（
7
）

項
）
。

二
　
本
件
で
は
、
二
宮
判
事
は
五
月
二
日
付
で
他
の
裁
判
所
に
転
補
を
命

ぜ
ら
れ
て
お
り
、
他
の
裁
判
官
が
そ
の
旨
を
記
載
す
べ
き
な
の
に
、
二
宮

判
事
自
身
の
署
名
捺
印
が
あ
る
の
は
お
か
し
い
と
い
う
点
が
問
題
に
な
っ

た
。
結
局
、
い
つ
判
決
原
本
が
作
成
さ
れ
た
の
か
、
即
ち
、
転
補
の
辞
令

受
領
の
目
の
前
か
後
か
が
決
め
手
に
な
る
．

　
上
告
人
は
、
五
月
七
目
の
判
決
言
渡
期
日
が
変
更
さ
れ
た
事
実
を
促
え

て
、
そ
の
日
以
後
（
即
ち
．
二
宮
判
事
の
転
補
の
日
以
後
）
で
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
判
決
は
、
判
決
原
本
が
作
成
さ
れ
て
い
て
も

都
合
に
よ
っ
て
判
決
言
渡
期
日
を
変
更
す
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
判
決
言

渡
期
日
の
変
更
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
そ
の
期
目
後
に
判
決

原
本
が
作
成
さ
れ
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
特
段
の
反
証
の
な
い

か
ぎ
り
、
二
宮
判
事
が
転
補
の
辞
令
受
領
の
日
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
も
の

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
判
旨
の
説
く
と
こ
ろ
は
一
見
も
っ
と
も
ら
し
く
思
わ
れ
る
が
、
次
の
点

で
疑
問
を
感
じ
る
．

　
ω
　
「
特
段
の
反
証
」
と
い
う
が
、
外
部
の
人
間
に
と
っ
て
判
決
原
‡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

が
い
つ
作
成
さ
れ
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
裁
判
官
本

人
し
か
知
ら
な
い
こ
と
を
立
証
せ
よ
と
い
う
の
は
無
理
な
注
文
と
い
え
る
。

上
告
人
は
、
判
決
言
渡
期
日
が
五
月
七
日
か
ら
五
月
一
三
日
に
変
更
さ
れ

た
の
で
、
多
分
判
決
原
本
は
五
月
七
日
以
後
に
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

と
推
測
し
て
い
る
。
こ
れ
は
判
旨
が
要
求
す
る
「
特
段
の
反
証
」
と
い
え

な
い
が
、
外
部
の
人
間
と
し
て
は
こ
れ
で
充
分
な
主
張
と
い
え
よ
う
。

　
中
野
教
授
は
、
「
判
決
原
本
に
裁
判
官
の
署
名
捺
印
が
あ
る
こ
と
は
、

そ
れ
が
同
裁
判
官
の
在
任
中
に
為
さ
れ
た
こ
と
を
推
定
せ
し
め
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

べ
き
で
あ
る
か
ら
」
格
別
の
反
証
が
必
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
裁

判
官
に
全
幅
の
信
頼
を
置
か
れ
る
の
は
結
構
で
あ
る
が
、
で
は
一
体
ど
の

よ
う
な
こ
と
を
、
如
何
に
し
て
反
証
す
れ
ば
よ
い
と
お
考
え
な
の
で
あ
ろ

（
屯
。

う
カ

　
㈹
　
ω
と
関
連
す
る
が
、
上
告
人
が
右
の
意
味
で
の
充
分
な
主
張
を
す

れ
ば
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
裁
判
所
が
棄
却
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

実
情
を
よ
く
知
っ
て
い
る
裁
判
所
側
が
、
判
旨
の
中
で
判
決
原
本
が
い
つ

作
成
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
。

　
青
山
調
査
官
の
判
例
批
評
に
よ
る
と
、
二
宮
判
事
の
転
補
前
に
判
決
原

本
が
既
に
作
成
さ
れ
て
い
た
が
、
当
事
者
か
ら
の
申
出
に
よ
っ
て
、
当
時

進
行
中
の
示
談
の
経
過
を
待
つ
た
め
に
判
決
言
渡
を
延
期
し
て
い
た
も
の

　
　
　
　
（
1
1
）

で
あ
る
と
い
う
．
こ
の
事
情
を
考
慮
す
れ
ぽ
判
旨
は
正
当
と
い
え
る
．
し

か
し
、
こ
れ
は
青
山
調
査
官
が
書
か
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
判
旨
に
は
こ
の
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よ
う
な
事
情
に
つ
い
て
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
．
判
旨
の
中
で
明
ら
か

に
す
べ
き
で
あ
る
．

三
　
本
件
判
旨
に
は
以
上
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
が
、
も
し
原
審
裁
判
所

が
速
や
か
に
判
決
を
言
い
渡
し
て
お
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
は
生
じ
な

　
　
　
　
（
E
×
13
）

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
兼
子
・
体
系
三
二
六
頁
、
新
堂
・
民
訴
法
（
第
二
版
）
三
九
四
頁
、
小
山

　
・
民
訴
法
（
三
訂
版
）
三
七
六
頁
、
斎
藤
・
民
訴
法
概
論
（
新
版
）
三
四
八
頁
。

（
2
）
中
野
・
民
商
三
二
巻
四
号
一
七
一
頁
、
青
山
・
判
タ
八
号
五
三
頁
、
三
ケ

月
・
判
例
民
訴
法
一
七
九
頁
。

（
3
）
　
判
決
書
（
判
決
原
本
）
に
つ
い
て
は
、
村
松
・
「
判
決
書
」
民
訴
法
講
座
⑥

七
三
五
頁
以
下
、
岩
松
“
兼
子
編
・
法
律
実
務
⑥
五
七
頁
以
下
、
賀
集
・
「
民

事
判
決
書
の
合
理
化
と
定
型
化
」
実
務
民
訴
ω
三
頁
以
下
等
参
照
．

（
4
）
＜
の
一
9
伽
ω
一
ω
H
N
男
ρ

（
5
）
　
判
決
原
本
に
は
、
判
決
内
容
の
決
定
に
関
与
し
た
裁
判
官
が
署
名
捺
印
す

る
。
判
決
の
言
渡
だ
け
に
関
与
し
た
裁
判
官
は
含
ま
な
い
。

　
　
「
判
決
ニ
ハ
判
決
ノ
基
本
ト
為
ル
ヘ
キ
ロ
頭
弁
論
終
結
当
時
二
関
与
シ
タ
ル

判
事
力
署
名
捺
印
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
単
二
判
決
言
渡
二
関
与
シ
タ
ル
ニ
過
キ

　
サ
ル
判
事
力
之
二
署
名
捺
印
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
コ
ト
明
ナ
ル
」
（
大
判
昭

　
一
五
・
四
・
一
七
法
律
評
論
二
九
巻
民
訴
二
三
八
）
。

　
　
ド
イ
ッ
で
も
同
様
で
あ
る
。
＜
管
自
ぎ
ヨ
器
も
暮
N
ρ
N
℃
○
（
一
P
＞
魯
‘

　
一
〇
〇
〇
の
）
一
ω
●
露
N

（
6
）
　
こ
の
附
記
の
署
名
捺
印
が
な
い
と
違
法
と
な
り
取
り
消
さ
れ
る
。
「
判
事

六
本
木
縫
之
助
ノ
署
名
捺
印
ナ
ク
且
同
判
事
力
署
名
捺
印
ヲ
為
ス
ニ
差
支
ア
ル

旨
ノ
附
記
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
是
民
事
訴
訟
法
第
二
三
七
条
第
一
項
（
旧
法
）
ノ
規

定
二
違
背
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
判
決
作
成
手
続
二
於
テ
不
法
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
」

　
（
大
判
大
一
五
・
九
・
九
新
聞
二
六
三
〇
号
一
四
頁
）
。

（
7
）
　
＜
笹
。
伽
oo
一
㎝
一
N
℃
ρ

（
8
）
　
三
ケ
月
教
授
は
、
実
際
問
題
と
し
て
こ
の
よ
う
な
立
証
（
当
時
は
ま
だ
判

決
書
が
作
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
立
証
）
は
極
め
て
困
難
、
殆
ど
不
可

能
で
あ
る
と
解
さ
れ
な
が
ら
、
他
の
事
情
に
よ
り
延
期
す
る
可
能
性
も
抽
象
的

　
に
は
あ
り
う
る
の
で
、
そ
の
立
証
が
で
き
ぬ
以
上
、
上
告
理
由
に
は
な
ら
ぬ
と

さ
れ
て
も
や
む
を
え
な
い
と
し
て
判
旨
に
賛
成
さ
れ
て
い
る
。
同
・
前
掲
書
一

八
一
頁
．

（
9
）
　
中
野
・
前
掲
書
一
七
三
頁
。

（
1
0
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
中
野
教
授
、
三
ケ
月
教
授
は
何
ら
書
か
れ
て
い
な
い
．

（
n
）
　
青
山
・
前
掲
書
五
三
頁
．

（
1
2
）
　
三
ケ
月
教
授
も
、
「
真
に
判
決
書
が
で
き
て
い
た
な
ら
ば
、
万
難
を
排
し

て
所
定
の
期
日
に
言
い
渡
す
こ
と
が
妥
当
で
あ
っ
た
」
と
解
さ
れ
て
い
る
．
同

　
・
前
掲
書
一
八
一
頁
。

（
1
3
）
　
本
件
で
は
直
接
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
一
九
一
条
三
項
に
関
し
て
、

退
官
ま
た
は
転
任
し
た
裁
判
官
が
判
決
原
本
に
署
名
捺
印
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
か
ど
う
か
と
い
う
間
題
が
あ
る
．
判
例
は
消
極
に
解
し
て
い
る
．
「
本
件
記
録

　
二
依
レ
バ
原
裁
判
ヲ
為
シ
タ
ル
判
事
前
田
直
之
助
ガ
判
決
言
渡
後
大
審
院
判
事

　
二
補
セ
ラ
レ
其
ノ
職
務
ヲ
執
ル
ニ
至
リ
タ
ル
以
後
二
於
テ
判
決
原
本
ガ
作
成
セ

　
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
明
ナ
ル
ヲ
以
テ
右
原
本
作
成
ノ
当
時
二
於
テ
ハ
同
判
事
ハ
前
示

　
ノ
理
由
ニ
ョ
リ
之
二
署
名
捺
印
ス
ル
ニ
差
支
ア
リ
シ
モ
ノ
ト
云
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ

　
ズ
、
然
ル
ニ
同
判
事
ガ
原
本
二
署
名
捺
印
シ
タ
ル
コ
ト
記
録
ニ
ヨ
リ
明
瞭
ナ
レ

バ
原
判
決
ハ
違
法
ニ
シ
テ
破
股
ヲ
免
レ
ズ
」
（
大
判
大
一
一
・
五
・
三
一
新
聞

　
二
〇
一
二
号
二
一
頁
、
同
旨
、
斎
藤
編
・
注
解
⑥
二
二
九
頁
、
菊
井
時
村
松
・

　全訂－

一
〇
五
七
頁
）
。

　
　
思
う
に
、
判
決
原
本
の
署
名
捺
印
は
、
要
す
る
に
判
決
内
容
の
決
定
に
関
与
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し
た
こ
と
の
証
明
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
評
決
後
に
退
官
ま
た
は
転
任

し
て
も
、
そ
の
当
時
の
資
格
で
署
名
捺
印
で
き
る
と
解
す
る
（
同
旨
、
兼
子
・

条
解
四
八
一
頁
、
中
野
・
前
掲
書
一
七
二
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
内
　
義
三

昭
五
八
1
（
畷
嚥
課
燦
一
一
｛
難
）

　
一
　
民
訴
法
二
〇
〇
条
四
号
所
定
の
「
相
互
ノ
保
証
ア
ル
コ
ト
」
の
意
義

　
二
　
民
訴
法
二
〇
〇
条
三
号
の
規
定
と
外
国
裁
判
所
の
判
決
の
成
立
に

　
つ
い
て
の
公
序
良
俗

　
　
執
行
判
決
請
求
事
件
（
昭
五
八
・
六
・
七
第
三
小
法
廷
判
決
）

　
　
昭
和
四
五
年
一
一
月
六
日
X
（
原
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
、
Y
（
被

　
　
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
ロ
ン
ピ
ア
特
別
行
政

　
　
区
の
連
邦
地
方
裁
判
所
に
売
掛
代
金
の
支
払
を
求
め
る
訴
を
提
起
し
た
。
同
年

　
　
一
二
月
一
四
日
訴
状
を
受
理
し
た
Y
は
同
地
区
弁
護
士
A
に
事
件
を
依
頼
し
た
。

　
　
A
は
翌
年
の
昭
和
四
六
年
一
二
月
一
〇
日
に
裁
判
所
に
出
頭
し
管
轄
権
を
認
め

　
　
た
。
そ
の
後
裁
判
所
は
Y
に
宣
誓
供
述
の
た
め
の
出
頭
を
命
じ
た
が
Y
は
応
じ

　
　
ず
、
昭
和
四
七
年
四
月
二
七
日
Y
に
五
万
余
ド
ル
の
支
払
を
命
ず
る
判
決
が
下

　
　
り
、
同
年
六
月
二
八
目
に
右
判
決
が
確
定
し
た
。

　
　
X
は
、
右
判
決
に
基
き
我
国
の
裁
判
所
に
執
行
判
決
を
求
め
た
。
一
審
・
原
審

　
　
の
主
要
な
争
点
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
行
政
区
の
判
決
承
認
の
要
件
が
、
我
国

　
　
の
そ
れ
と
概
ね
一
致
す
る
と
は
言
え
、
成
立
手
続
に
関
す
る
要
件
（
被
告
に
充

　
　
分
な
防
禦
の
機
会
を
与
え
て
い
た
か
否
か
、
審
理
が
正
規
の
主
張
立
証
に
基

　
　
き
文
明
国
の
認
め
る
法
則
に
適
っ
た
公
正
な
手
続
に
よ
っ
て
い
た
か
否
か
、
外

　
　
国
人
に
対
し
て
も
公
平
な
司
法
を
保
障
す
る
よ
う
な
法
制
の
下
で
行
な
わ
れ
た

　
　
か
否
か
、
等
）
を
付
加
さ
れ
て
い
る
た
め
、
相
互
の
保
証
に
欠
け
る
可
能
性
が

あ
る
点
に
あ
っ
た
。
一
審
・
原
審
は
と
も
に
X
の
請
求
を
認
め
て
、
判
決
の
成

立
手
続
に
関
す
る
問
題
は
我
国
の
民
訴
法
二
〇
〇
条
二
号
の
公
序
に
含
ま
れ
、

そ
の
た
め
、
コ
ロ
ソ
ビ
ア
特
別
行
政
区
の
判
決
承
認
の
手
続
の
要
件
と
我
国
の

そ
れ
と
は
重
要
な
点
で
一
致
す
る
と
判
示
し
た
。
Y
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
上

告
し
た
が
、
本
判
決
は
こ
れ
に
応
え
て
、
〈
第
一
点
〉
、
民
訴
法
二
〇
〇
条
四
号

に
定
め
る
「
相
互
ノ
保
証
ア
ル
コ
ト
」
と
は
当
該
判
決
を
し
た
外
国
裁
判
所
の

属
す
る
国
に
お
い
て
、
我
国
の
裁
判
所
が
し
た
こ
れ
と
同
種
類
の
判
決
が
同
条

各
号
所
定
の
条
件
と
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
条
件
の
も
と
に
効
力
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
．
…
－
な

お
、
〈
第
二
点
V
、
我
国
と
当
該
判
決
国
と
の
間
の
相
互
の
保
証
の
有
無
に
つ
い

て
の
判
断
に
あ
た
っ
て
も
、
同
条
三
号
の
規
定
は
、
外
国
裁
判
所
の
判
決
の
内

容
の
み
な
ら
ず
そ
の
成
立
も
我
国
の
「
公
ノ
秩
序
又
ハ
善
良
ノ
風
俗
」
に
反
し

な
い
こ
と
を
要
す
る
と
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
て
、
Y
の

上
告
を
棄
却
し
た
。

　
判
旨
に
若
干
の
疑
問
が
あ
る
。

脚
　
本
件
で
そ
の
効
力
を
争
わ
れ
た
外
国
判
決
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ

ロ
ン
ビ
ア
特
別
行
政
区
の
連
邦
地
方
裁
判
所
で
下
さ
れ
、
彼
の
地
の
訴
訟

法
に
よ
っ
て
既
に
有
効
に
確
定
し
た
判
決
で
あ
る
。
我
国
の
民
事
訴
訟
法

二
〇
〇
条
は
、
右
の
よ
う
な
外
国
判
決
を
我
国
に
お
い
て
承
認
す
る
場
合

の
要
件
を
定
め
て
い
る
。
同
条
は
、
一
号
で
管
轄
権
、
二
号
で
敗
訴
被
告

が
日
本
人
で
あ
る
場
合
の
呼
出
に
関
す
る
特
別
要
件
、
三
号
で
公
序
に
反

し
な
い
こ
と
、
四
号
で
相
互
保
証
を
要
求
し
、
右
要
件
を
満
す
外
国
判
決

は
、
我
国
に
お
い
て
も
効
力
を
有
す
る
と
す
る
。
本
件
の
コ
・
ン
ビ
ア
特

別
行
政
区
で
下
さ
れ
た
外
国
判
決
の
効
力
を
承
認
す
る
た
め
に
は
、
我
国
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と
の
間
に
相
互
の
保
証
が
存
在
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
訳
な
の
で
あ
る

が
、
彼
の
地
の
外
国
判
決
承
認
の
要
件
は
、
管
轄
権
、
公
序
、
相
互
の
保

証
と
い
う
我
国
と
同
様
の
要
件
の
他
、
被
告
の
防
禦
の
機
会
の
保
障
、
公

正
な
手
続
に
則
っ
て
い
る
こ
と
、
外
国
人
に
対
し
て
も
平
等
な
扱
い
を
し

て
い
る
こ
と
、
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
判
決
を
詐
欺
な
ど
に
よ
っ
て
取

得
し
て
い
な
い
こ
と
、
国
際
法
の
諸
原
則
、
礼
譲
か
ら
み
て
承
認
し
て
は

な
ら
な
い
よ
う
な
特
別
な
理
由
の
な
い
こ
と
な
ど
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、

我
国
の
そ
れ
と
は
若
干
の
相
違
が
あ
る
。
一
般
に
、
こ
れ
ら
の
要
件
は
手

続
公
序
に
関
す
る
要
件
と
言
わ
れ
て
い
る
。
我
国
に
は
手
続
公
序
を
明
示

的
に
要
件
と
し
た
規
定
が
な
い
が
、
学
説
上
は
、
民
訴
法
二
〇
〇
条
三
号

に
い
わ
ゆ
る
公
序
の
中
に
含
ま
れ
る
と
解
す
る
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て

（
1
）

い
る
．
本
判
決
も
こ
れ
と
同
様
の
判
断
を
前
提
と
し
て
．
彼
の
地
と
我
国

の
承
認
の
要
件
に
は
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
要
件
が
含
ま
れ
て
お
り
、
又
、

承
認
の
要
件
が
重
要
な
点
で
一
致
し
て
い
れ
ば
、
相
互
の
保
証
が
あ
る
と

い
う
解
釈
か
ら
、
両
国
の
間
に
は
相
互
の
保
証
あ
り
と
判
決
し
た
も
の
で

あ
る
。

二
　
手
続
公
序
が
我
国
に
お
い
て
も
承
認
の
要
件
と
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
と
し
て
も
、
例
え
ば
、
当
該
外
国
手
続
法
で
求
め
ら
れ
る
適
式
な
呼
び

出
し
が
な
か
っ
た
か
否
か
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
な

問
題
は
將
外
で
あ
る
．
本
来
、
外
国
判
決
に
、
そ
の
判
決
国
の
訴
訟
法
上

の
最
疵
が
含
ま
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
是
正
す
べ
く
争
う
地
は
、
判
決
国

で
あ
っ
て
承
認
国
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
考
え

て
、
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
問
題
を
、
二
〇
〇
条
二
号
に
か
か
ら
し
め
よ

　
　
　
　
（
2
）

う
と
す
る
考
え
は
妥
当
で
は
な
い
。
本
来
は
、
判
決
国
の
手
続
に
適
っ
て

い
る
以
上
、
そ
の
手
続
的
暇
疵
を
我
国
で
蒸
し
返
す
の
は
筋
が
違
う
の
で

は
あ
る
が
、
あ
え
て
自
国
民
保
護
の
立
場
か
ら
こ
の
規
定
を
置
く
の
で
あ

る
．
自
国
民
保
護
の
制
度
は
な
る
べ
く
制
限
的
に
解
す
べ
き
こ
と
か
ら
、

二
号
に
手
続
公
序
の
間
題
を
か
か
ら
し
め
る
の
は
、
結
局
、
限
定
的
で
あ

る
べ
き
二
号
の
本
旨
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
判
旨
は
、
判
決
国
に
お
い
て
制
度
的
に
手
続
保
障
が
担
保
さ
れ

て
い
る
事
が
、
我
国
の
承
認
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る
二
〇
〇
条
三
号
の
公

序
の
内
容
に
含
ま
れ
る
と
す
る
．
判
旨
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
手
続
保
障

が
制
度
的
に
担
保
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
．
外
国
判
決
承
認
の
た
あ
の
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
事
は
間
違
い
な
い
．
手
続
保
障
が
十
分
に
な
さ
れ

て
い
な
い
手
続
に
よ
っ
た
訴
訟
の
判
決
に
は
既
判
力
は
認
め
難
い
と
い
う

よ
う
な
、
判
決
の
重
要
な
要
素
た
る
既
判
力
と
手
続
保
障
の
関
係
か
ら
考

え
て
、
当
然
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
判
決
承
認
の
際
の
、
当
該
判
決
国

の
手
続
が
制
度
的
に
正
当
か
否
か
の
判
断
は
（
二
〇
〇
条
三
号
に
基
く
か
否

か
は
別
に
し
て
）
、
必
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
明
示
し
た
点
で
、
本

判
決
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
　
主
権
国
家
が
分
立
す
る
国
際
社
会
の
中
で
、
あ
る
国
が
、
そ
の
主
権

に
基
い
て
下
し
た
判
断
ー
判
決
1
が
、
そ
の
判
決
を
下
し
た
判
決
国
以
外

の
国
々
に
対
し
て
当
然
に
拘
束
力
を
持
つ
と
い
う
事
は
、
主
権
国
家
の
原

則
か
ら
考
え
て
、
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
判
決
国
以
外
の
国

が
、
他
国
に
お
い
て
宣
せ
ら
れ
た
判
決
を
、
自
ら
の
主
権
に
基
い
て
自
国

内
に
お
い
て
も
通
用
す
る
旨
の
意
思
の
表
明
を
す
れ
ば
、
話
は
別
で
あ
る
。
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そ
う
し
て
こ
の
、
外
国
判
決
が
自
国
内
で
も
効
力
を
持
つ
と
い
う
宣
言
こ

そ
が
判
決
の
承
認
で
あ
ろ
う
。

　
判
決
が
紛
争
の
法
的
解
決
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
一
種

の
法
の
具
体
化
に
他
な
ら
ず
、
承
認
は
、
外
国
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
た

法
が
承
認
国
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
旨
の
宣
言
と
い
う
事
に
な
る
。
と
す

れ
ぽ
、
国
際
私
法
に
お
い
て
、
準
拠
法
が
指
定
さ
れ
準
拠
外
国
法
が
我
国

に
お
い
て
法
と
し
て
適
用
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、
他
国
に
お
い
て
宣
せ

ら
れ
、
具
体
化
さ
れ
た
法
が
我
国
に
お
い
て
妥
当
す
る
と
い
う
宣
言
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
と
は
、
同
様
の
も
の
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
そ
の
国
際
私
法
の

準
拠
法
指
定
に
際
し
て
機
能
す
る
公
序
条
項
（
我
国
の
法
例
三
〇
条
）
と
、

外
国
判
決
の
際
に
機
能
す
る
公
序
条
項
（
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
三
号
）
と

が
、
同
じ
役
割
を
果
す
こ
と
は
当
然
と
言
え
る
。
換
言
す
れ
ば
．
我
国
に

お
け
る
、
法
例
三
〇
条
に
い
わ
ゆ
る
公
序
と
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
三
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
い
わ
ゆ
る
公
序
と
は
同
じ
意
味
内
容
を
持
つ
．
本
判
決
も
こ
の
点
に
つ

い
て
、
同
旨
の
解
釈
に
立
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
な
ら
ば
、
判
示
の
よ
う
に
、
手
続
公
序
が
、
民
事
訴
訟
法
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

○
条
三
号
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
事
は
で
き
ま
い
。
法
例
三
〇
条
は
、
我

国
の
準
拠
法
指
定
の
規
則
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
た
準
拠
実
質
法
を
我
国
に

お
い
て
適
用
す
る
こ
と
が
、
我
国
の
公
序
を
素
す
慮
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、

こ
の
準
拠
法
に
よ
ら
ず
．
我
国
の
実
質
法
に
よ
る
と
す
る
。
同
様
の
機
能

を
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
三
号
が
持
つ
と
す
れ
ぽ
、
考
え
ら
れ
る
の
は
、

具
体
化
さ
れ
た
法
の
内
容
が
我
国
の
公
序
に
反
す
る
よ
う
な
場
合
（
例
え

ば
、
妾
奉
公
を
命
ず
る
判
決
）
で
あ
る
、
す
べ
て
の
問
題
を
、
公
序
の
中

に
と
り
込
む
の
は
、
事
柄
の
本
質
を
見
失
う
慮
れ
が
あ
り
、
な
る
べ
く
避

け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
手
続
保
障
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
判
決
の
承
認
を
す
れ
ば
我
国
の
司
法
秩
序
が
素
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、

承
認
す
れ
ば
公
序
が
素
れ
る
と
い
う
事
以
外
の
内
容
を
持
っ
て
い
な
い
．

従
っ
て
、
承
認
す
る
事
が
で
き
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
は
言

い
難
い
の
で
あ
る
。

四
　
先
に
述
べ
た
と
お
り
．
主
権
国
家
の
分
立
状
態
に
あ
っ
て
は
、
本
来
、

承
認
・
非
承
認
は
全
く
そ
の
専
権
に
属
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
我
国
で
は
、
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
各
号
の
消
極
的
な
要
件

を
具
備
す
る
時
に
は
何
ら
特
別
な
手
続
を
経
ず
に
（
当
該
外
国
判
決
の
内
容

の
審
査
も
し
な
い
で
）
承
認
す
る
と
い
う
、
自
動
承
認
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し

て
い
る
．
こ
れ
は
、
専
権
的
な
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、
一
部
の
例
外
を
除

い
て
原
則
的
に
は
、
外
国
判
決
は
承
認
す
る
の
が
当
然
と
い
う
意
味
で
あ

ろ
う
。
我
国
の
学
説
の
中
に
は
、
仲
裁
判
断
で
す
ら
判
決
と
同
じ
効
力
を

認
め
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
か
ら
外
国
裁
判
所
の
判
断
に
は
、
我
国
の
判
決
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

同
様
の
効
力
を
認
め
て
も
良
い
と
す
る
考
え
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、

承
認
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
な
ぜ
当
然
に
、
承
認
し

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
か
は
、
依
然
と
し
て
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
当
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

者
の
便
宜
を
説
く
の
も
説
得
的
と
は
言
え
な
い
．
あ
る
国
家
に
対
す
る
審

判
要
求
が
そ
の
国
家
限
り
の
も
の
で
、
他
の
国
家
に
対
す
る
審
判
要
求
は

別
個
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
、
当
事
者
の
単
な
る
便
宜
の
た
め
だ
け
に

国
家
の
主
権
は
後
退
し
な
い
と
考
え
れ
ば
、
そ
れ
も
仕
方
の
無
い
事
と
、

言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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そ
れ
で
も
尚
、
外
国
判
決
の
承
認
が
自
動
的
で
あ
る
の
は
、
そ
の
根
拠

を
、
外
国
判
決
の
内
容
自
体
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
、
国
家

は
分
立
し
、
世
界
は
色
分
け
さ
れ
て
い
る
．
し
か
し
、
人
は
そ
の
枠
組
を

破
っ
て
自
由
に
交
通
し
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
社
会
（
い
わ
ゆ
る
国
際
社
会
）

が
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の
社
会
に
妥
当
す
る
法
は
、
そ
の
社
会
に

対
し
て
当
然
に
唯
一
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
考
え
ら
れ
る
最

も
合
理
的
な
手
続
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
判
断
ー
判
決
（
具
体
的
な
法
の
宣
言
）

1
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
と
異
る
判
断
の
あ
り
よ
う
筈
は
な
い
．
だ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

こ
そ
、
外
国
判
決
は
承
認
す
る
の
が
原
則
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
は
、
下
さ
れ
る
判
断
が
具
体
的
な
法
の
宣
言
で
あ
る
事
が

前
提
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
判
断
主
体
が
、
法
の
宣
言
者
た
る
に
ふ
さ
わ
し

い
資
質
を
備
え
て
い
る
事
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
裁
判
国
が
、
例

え
ぽ
、
司
法
権
の
独
立
の
保
た
れ
た
国
家
で
あ
る
か
、
又
、
制
度
と
し
て

適
正
な
呼
出
を
す
る
な
ど
防
禦
権
の
保
障
を
整
備
し
た
国
家
で
あ
る
か
な

ど
が
問
わ
れ
る
事
に
な
る
。
本
来
、
手
続
保
障
が
判
決
の
法
と
し
て
の
正

当
性
の
担
保
の
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
、
承
認
に
あ
た
っ

て
相
手
国
の
裁
判
主
体
た
る
資
質
と
し
て
問
わ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
問
題
と
は
、
民
事
訴
訟
法
二
〇

〇
条
一
号
の
要
件
と
し
て
吟
味
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
国

際
裁
判
管
轄
権
の
所
在
を
問
う
時
に
重
要
な
要
素
と
し
て
、
原
告
・
被
告

に
と
っ
て
の
公
平
さ
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
争
い
の
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
一
般
に
そ
れ
は
地
理
的
あ
る
い
は
経
済
的
意
味
あ
い
し
か

持
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
訴
訟
地
の
手
続
自
体
が
、
原
告
・
被
告

の
公
平
を
確
保
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
．
そ
れ
は
、
地
理
的
・
経

済
的
な
理
由
以
上
に
、
管
轄
権
の
分
配
に
と
っ
て
決
定
的
な
も
の
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

五
　
手
続
公
序
と
呼
ば
れ
る
問
題
が
、
判
旨
の
よ
う
に
で
は
な
く
、
民
事

訴
訟
法
二
〇
〇
条
一
号
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
結
局
、
右
要

件
が
、
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
に
含
ま
れ
る
事
に
違
い
は
な
い
．
従
っ
て

次
に
問
題
と
な
る
の
は
相
互
の
保
証
で
あ
る
．
従
来
の
判
例
は
、
相
互
の

保
証
の
有
無
の
基
準
と
し
て
、
「
我
国
と
等
し
い
か
相
手
国
の
方
が
寛
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

条
件
で
我
国
の
判
決
を
承
認
す
る
場
合
」
を
挙
げ
て
い
た
の
に
対
し
て
、

本
判
決
は
「
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
条
件
の
も
と
に
効
力
を
有
す
る
と

さ
れ
る
場
合
』
と
判
示
し
て
、
前
者
の
国
際
性
に
欠
け
る
条
件
を
緩
和
し

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て
、
従
来
の
学
説
の
批
判
に
応
え
た
も
の
と
な
っ
た
。

　
判
決
の
承
認
と
は
、
他
国
に
お
い
て
宣
言
さ
れ
た
当
該
社
会
に
妥
当
す

る
唯
一
の
法
を
自
国
に
お
い
て
も
当
然
に
妥
当
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
実
体
法
上
は
、
当
該
社
会
に
妥
当
す
る
法
が
一

個
で
あ
る
こ
と
、
手
続
法
上
は
，
そ
の
法
を
宣
言
す
る
主
体
が
唯
一
で
あ

る
こ
と
（
彼
我
の
裁
判
自
体
を
同
一
視
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
）
を
意
味
す
る
。

相
互
の
保
証
の
要
件
と
は
、
こ
の
同
一
判
断
主
体
か
否
か
の
判
別
の
機
能

を
営
む
と
い
う
、
判
決
の
承
認
の
本
質
に
根
ざ
す
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
．

相
互
の
保
証
の
要
件
が
報
復
的
機
能
を
持
つ
故
に
、
こ
の
要
件
の
撤
廃
を

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

主
張
す
る
所
説
も
あ
る
。
し
か
し
．
こ
の
報
復
的
機
能
と
は
、
先
に
述
べ

た
同
一
主
体
か
否
か
の
判
別
に
基
い
て
同
質
の
主
体
の
判
断
で
あ
れ
ば
承

認
す
る
と
い
う
相
互
の
保
証
本
来
の
目
的
的
機
能
の
反
作
用
で
あ
る
、
判
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断
主
体
が
異
質
な
主
体
で
あ
る
場
合
に
こ
の
判
断
を
排
斥
す
る
機
能
を
指

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
相
互
の
保
証
要
件
の
目
的
は
報
復
に
あ
る

わ
け
で
は
な
く
、
結
果
的
に
報
復
的
場
合
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
以
上
、
所

説
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
単
純
に
こ
の
要
件
を
撤
廃
し
え
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
．
確
か
に
、
す
べ
て
の
国
家
が
同
一
主
体
性
を
持
つ
に
至
れ
ば
、

相
互
の
保
証
の
要
件
は
意
味
を
失
う
で
あ
ろ
う
が
．
そ
れ
は
、
報
復
の
余

地
が
無
い
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
相
互
の
保
証
と
い
う
要
件
が
、
十

分
満
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
要
件
が
不
要
と
映
る
だ
け
で
あ
る
。
相

互
の
保
証
は
そ
の
意
味
で
依
然
と
し
て
重
要
な
要
件
な
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
相
互
の
保
証
の
問
題
に
と
っ
て
問
わ
れ
る
べ
ぎ
は
判
断
主

体
の
同
一
性
の
有
無
で
あ
り
、
本
判
決
が
そ
の
点
を
、
承
認
手
続
が
重
要

な
点
で
共
通
し
て
い
る
事
と
判
示
し
た
事
は
、
正
に
そ
の
事
を
意
味
す
る

の
だ
と
思
わ
れ
る
。

六
、
右
の
よ
う
に
解
す
る
結
果
、
本
判
決
判
示
第
一
点
に
つ
い
て
は
賛
成

す
る
が
、
第
二
点
に
つ
い
て
は
若
干
の
疑
問
が
あ
っ
て
首
肯
し
え
な
い
と

言
え
よ
う
。

　
（
1
）
　
三
井
・
注
解
強
制
執
行
法
ω
＝
二
九
頁
、
竹
下
「
外
国
判
決
に
よ
る
強
制

　
　
執
行
と
手
続
権
の
保
障
」
法
学
教
室
二
四
巻
一
〇
五
頁
、
高
桑
・
新
実
務
民
訴

　
　
講
座
七
巻
一
四
二
頁
。

　
（
2
）
　
桜
田
・
判
例
評
論
二
八
八
号
三
二
頁
．

ハ　　　6543））））
江
川
「
外
国
判
決
の
承
認
」
法
協
五
〇
巻
一

江
川
前
掲
二
〇
六
八
頁
。

兼
子
・
民
事
訴
訟
法
体
系
三
三
八
頁
。

三
浦
・
国
際
私
法
二
六
〇
頁
。

一
号
二
〇
七
〇
頁
。

（
7
）
　
伊
東
「
国
際
二
重
訴
訟
の
鍵
点
」
慶
雁
義
塾
創
立
一
二
五
年
記
念
論
文
集

法
学
部
法
律
学
関
係
一
二
頁
．

（
8
）
　
大
判
昭
八
・
一
二
・
五
。

（
9
）
江
川
前
掲
二
〇
七
三
頁
、
池
原
・
渉
外
判
例
百
選
（
増
補
版
）
一
八
二
頁
．

高
桑
「
外
国
判
決
の
承
認
及
ぴ
執
行
」
新
実
務
民
事
訴
訟
講
座
第
七
巻
一
四
四

頁
。

（
1
0
）
　
桜
田
前
掲
三
二
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
　
恒
久
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